
 

報告第16号 

 

令和３年度大阪市水道事業会計予算繰越報告について 

 

地方公営企業法第26条第３項の規定により、次の繰越計算書のとおり報告する。 

令和４年９月13日 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令 和 ３ 年 度 大 阪 市 水 道 

地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

（注）翌年度繰越額には、消費税及び地方消費税を含む。

地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

(収益的支出) 円 円 円

(資本的支出)

（注）翌年度繰越額には、消費税及び地方消費税を含む。

建設改良事業

予算計上額

9,974,127,000

623,825,000

1,104,159,000

合　　　　　　　　　　　　　計 11,702,111,000

翌年度繰越額
支 払 義 務

発 生 額

8,744,487,183

72,591,117

369,640,000

9,186,718,300

7,940,000

63,731,000

697,620,000

769,291,000

特 別 損 失

営 業 費 用 浄水送水事業

3

支 払 義 務

発 生 額

24,539,164,609 7,509,638,000

撤 去 事 業

款 項

1 資本的支出 1 建設改良費 建設改良事業 36,389,362,000

事 業 名

款 項 事 業 名 予算計上額 翌年度繰越額

1 資本的支出 1 建設改良費

1
水   　　道
事 業 費 用

1



 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

説 明
工 事 負 担 金

損 益 勘 定
留 保 資 金

左　の　財　源　内　訳

0

損 益 勘 定
留 保 資 金

翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額＿

説 明

658,077,000 6,851,561,000 4,340,559,391
工事が遅延した
ことによる。＿

不 用 額

左　の　財　源　内　訳

工 事 負 担 金

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額＿

0

1,221,699,817 0

新型コロナウイ
ルス感染症の拡
大に伴い履行が
遅延したことに
よる。＿＿＿＿

0 7,940,000

1,746,101,700 0

487,502,883 0
工事が遅延した
ことによる。＿

工事が遅延した
こと等による。

34,750,000 734,541,000

34,750,000 662,870,000

0 63,731,000

36,899,000



 

（参考） 

地方公営企業法（抄） 

（予算の繰越） 

第26条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支

払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰

り越して使用することができる。 

２ 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度

において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出

の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じ

なかったものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用する

ことができる。 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方

公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 

 


